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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪東京地方裁判所≫

特許権に基づく損害賠償請求事件
（「画像形成装置」事件－特許権侵害訴訟（親・子・孫…と分割出願したとき、子出願に分割要件違反／新規事項追加の違法があるから、孫の出願日は、
子の現実の出願日までしか遡らないとして、親出願日後、子の現実の出願日以前の公知文献により進歩性が否定された事例。））［上］（全２回）

−令和元年（ワ）第23164号、令和３年11月11日判決言渡（田中裁判長）−

【本判決の要旨、付随論点についての関連裁判例】

１．本判決（「画像形成装置」事件判決）の抜粋（規範部分＋あてはめ部分）
「…本件特許出願は、本件出願１の分割出願である本件出願２に係る、更にその分割出願である本件出
願３に係る、更にその分割出願に係る特許出願であるところ、被告は、本件出願２が分割要件違反に
なる旨を主張するので、この点について検討する。

…分割出願が適法な場合には、その効果は原出願の出願日に遡及する（特許法44条２項本文）が、分
割出願が不適法な場合には、分割出願をした時点を基準として実体審査が行われることになる。そして、
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